
昭 和55 年8 月20 日

区のお知らせ

第516 号( 1)

足 立 区
編集/ 企画 部広 報 課
足立区千住一丁目4- 18

( 882) 1111
第二庁舎　( 889) 6161

一 般 相 談
家庭生 活L の悩 みごと や、いろ

い ろな 手続 きなど につい て相談に
応じ ます。なお、電 話でも結 構で す、

相談日は、土・日曜・祝日を除
く毎日。午前9時～午後4時
区役所1階区民相談室

故
長
谷
川
久
勇
区
長
を
悼
む

足
立
区
葬
を
も
っ
て
功
績
に
報
い
る

8月4日区立文化会館で

七
月
二
十
九
日
午
前
〇
時
二
十
五

分
に
逝
去
さ
れ
た
阯
夕
区
長
、故
輿

谷
川
矢
両
氏
の
区
に
曲
内
葬
儀
ぺ

八
月
円
目
午
後
一
時
か
ら
、区
霆
攵

化
余
館
で
し
め
や
か
に
執
り
行
わ
れ

ま
し
号

こ
力
葬
儀
は
、ご
キ
ー
区
長
そ
悼
み
、

そ
力
ご
邇
徳
を
し
の
ん
こ
I
功
績
を

た
た
え
る
I
こ
と
も
に
、ご
冥
福
を
祈

る
た
め
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

参
-
列
者
は
、鯨
岡
環
境
庁
技
官
、

鈴
木
東
京
都
知
事
を
は
じ
め
、
足
霆

区
選
出
(
い
閥
会
議
員
々
郎
議
会
議
員

々
ビ
、
多
く
の
区
政
関
ぷ一
片
と
I

一

区
民
の
与
が
た
多
数
を
数

え

ま
し

乍
二
万
本
の
白
菊
で
し
っ
・り
ぇ
・づ
れ

た
祭
壇
、
中
臾
に
杉
の
緑
の
地
に
区

の
紋
ほ
が
、
白
菊
了

二

き
り
と
浮

ぴ
あ
が
口
、
そ
の
卜
に
亡
き
輿
谷
川

区
長
の
温
顏
そ
た
た
え
た
邇
影
が
、

胡
螺
關
に
飾
ら
れ
、む
・
列
片
々
静
か

に
兒
お
ろ
す
な
か
匸
・
葬
俄
が
、区
扠

人
役
の
開
式
の
肝
に
は
じ
ま
り
、参

列
器
の
一
分
間
の
黙
と
う
が
捧
げ
ら

れ
ま
し
气
そ
し
て
長
谷
川
区
長
最

後
の
議
会
と
々
り
ま
し
た
昨
年
卜
一

月
卜
斤
目
内
施
政
方
針
演
説
の
一
部

が
場
内
に
流
れ
ま
し
气

一
淞
目
、
昭
陌
瓦
卜
四
印
第
四
川

区
破
会
定
例
会
や
招
集
し
ま
し
た
と

こ
ろ
…
…
一
の
テ
ー

プ
の
声
に
日
を

と
じ
て
き
き
い
る
か
、
遺
影
に
黙
っ

て
語
り
か
け
る
万
、
参
列
者
の
様
々

の
思
い
の
々
か
に
、
あ
り
し
日
の
声

は
、
名
ご
り
を
併
し
ひ
新
た
な
涙
を

弓
て
い
ま
し
た
。

郵
儀
委
n
艮
(
区
艮
職
務
代
理
矜
)

占
哇
助
爬
よ
り
、
地
万
行
政
に
一
生

舍
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
故
長
谷
川
区
艮

の
功
績
と
、
糺
節
と
和
を
は
条
と
し

て
信
念
を
貫
い
た
人
と
な
り
を
述
べ

る
と
と
も
に
、
故
区
長
の
ご
遺
志
を

梁
す
べ
く
、
足
立

、区
発

展
の
た
め

努
句
す
る
こ
と
ふ
I・誓
い
、
敬
弔
の
式

辞
が
述
べ
ら
・れ
た
の
に
続
い
て
、
議

決
機
関
含
代
表
し
て
、
議
長
代
理
、

鈴
木
区
議
会
副
議
長
か
ら
、
「
執
行

機
関
と
議
決
機
関
と
立
場
は
異
に
し

て
も
、
足
皀
区
発
展
の
た
め
、
長
年

苦
楽
を
共
に
し
て
き
た
に
区
艮
を
哀

惜
。
鈴
木
東
京
都
知
事
は
、
{
卒
然

と
し
て
、
逝
か
れ
た
こ
と
は
、
区
政

お
よ
ぴ
都
政
に
と
っ
て
大
き
な
痛
手

で
し
た
}
と
、
都
政
を
代
表
し
て
弔

辞
。山

本
特
別
区
区
艮
会
会
長
、
大
塚

特
別
区
議
公
議
長
会
会
長
、
そ
し
て

足
立
区
選
出
・旧
会
議
貝
を
代
衣
し
て

鯨
岡
環
境
庁
長
官
、
足
立
区
選
出
都

議
会
議
員
を
代
表
し
て
三
宅
都
議
会

議
員
、
区
職
員
を
代
表
し
て
寺
嶋
助

役
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
故

長
谷
川
区
艮
に
一
M
惜
と
、
永
年
に
わ

た
る
区
政
の
業
磧
を
た
た
え
る
弔
辞

が
捧
げ
ら
れ
ま
し
酊

こ
の
あ
と
司
会
者
よ
り
弔
電
の
披

露
か
あ
り
、
続
い
て
各
界
代
表
よ
り

献
花
を
行
い
、
最
後
に
遺
族
代
表
と

葬
儀
委
員
長
か
ら
区
葬
参
列
者
の
方

が
た
に
謝
辞
を
述
べ
、
区
教
育
長
の

閉
式
の
辞
で
、
葬
儀
が
終
'
jし
ま
し

气
葬
俄
に
続
い
て
告
別
式
が
執
り
行

わ
れ
、
文
化
会
館
で
の
参
列
者
か
ら
一

般
献
花
が
始
め
ら
れ
、
第
二
会
場

と
な
っ
て
い
た
区
体
育
館
の
参
列
矜

が
、
あ
と
か
ら
続
き
ま
し
爬

政
財
界
、
各
種
団
体
、都
区
職
員
、

一
般
区
民
な
ど
三
千
余
名
の
方
が
た

が
、
あ
り
し
日
の
長
谷
川
区
長
を
偬

ぴ
つ
つ
、
深
い
悲
し
み
の
列
が
曇
り

空
の
下
に
い
つ
ま
で
も
続
い
て
い
ま

し
た
。

告 示 日 は9 月11 日

投票日は9月21日

足立区長選挙
足立区議会議員補欠選挙

足
立
区
艮
選
挙
、
隰
立
区
議
会
議

員
補
欠
選
挙
が
九
U
卜
-
-
凵
耒
)

に
告
示
さ
れ
、
几
川
一
卜
囗
(
囗
)

匚
衍
わ
ね
ま
す
。
囗
附
黽
店
に
ぬ
接

か
か
わ
ろ
廴
切
々
逸
で

す

皆
さ

人
の

が
々
匯

政
に
反
映
丿
仔
j
し

ょ
プ足

な
区
民
選
挙
は
、
k
谷
川
入
勇

区
輿
の
逝
去
に
伴
弓
選
翦
で
卜

区
長
の
権
限
(
職
務
)
は
、
区
政

を
統
轄
し
、
戉
八
寸
夕

卮

て
す

し
た
が
っ
て
、
区
長
か
欠
け
る
と
区

政
が
成
り
立
だ
々
い
と
こ
ろ
か
ら
、

直
乙
に
新
し
い
区
輿
々
‘選
ぶ
必
要
が

あ
る
わ
け
で
す

公
職
選
挙
法
に
お
い
て
は
、
区
艮

が
欠
け
た
堝
忿
に
は
瓦
囗
以
内
に
戰

務
代
理
片
-
か
ら
I
選
挙
管
理
委
貝
会
に

通
知
が
あ
り
、
そ
の
通
知
を
受
け
た

囗
か
ら
ハ
ト
囗
以
内
に
選
挙
を
り
っ

旨
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

突
然
ゐ
選
亊
こ
も
ふ
り
、
多
く
の
凖

㈲
ふ
遶
t

ｦ
(
V
)
と
(
V
)
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
酘

終
關
限
囗
て
あ
る
九
月
二
卜
∩
が

投
県
凵
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

支

气

同

時

に

趾

茫
区

議

勿一
議

員

補

欠
選

挙

が

り

わ

れ

ま

す

昨

鄒

四

川

に

選

挙

さ

れ

た
区

議

会

駿

員

は

、

定

歓

が

瓦

卜

八

人
で

す

が

現

臨

の

と

こ

ろ

一

名

の

欠

員

が

宇

じ

て

ぃ

ま

す

議

員

は

区

政

全

般

に

わ

た

ご
廴
の

条

例

ふ
ろ

く

っ

た

り

、

予
4

ふ
一
審

議

し

こ

り

収

要

々

役

例

ふ
I‘
も

っ

て

ぃ

ま

す

が

欠

員

が

玉

ま

れ

る

ご

と
に
選
挙
夕
口
う
の
は
選
挙
費
用
の

・つ
え
か
ら
も
不
都
合
で
す
。
そ
こ
で

区
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
は
、
定
数

力
六
分
の

。
4
'超
え
る
、
卜
人
の
欠

員
が
上
じ
た
場
(
‥
匚
欠
以
そ
補
充
す

る
た
め
行
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
亅
人
以
上
の
欠
員
が
な

く
と
も
、
同
じ
・足
立
区
の
選
挙
で
あ

る
区
長
の
選
乍
が
行
わ
れ

る
場
合

に
、
同
時
に
補
欠
選
裝
狗
町
わ
な
け

れ
ぱ
な
ら
々
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

立
候
補
予
定
者
の
方
へ

事
前
説
明
会
が
あ
り
ま
す

選
挙
管
叩
委
員
会
で
は
耻
ご
区
長

選
挙
、
址
俚
区
議
会
議
員
補
欠
選
挙

力
立
候
補
予
定
片
に
対
し
、
次
の
要

領
で
事
前
説
明
会
を
鬨
催
し
ま
す
。

包
候
補
を
予
定
さ
れ
て
い
る
か
は
必

ず
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

々
櫚

会
硯
で
立
候
補
届
出
に
必

要
な
各
哩
書
類
を
幻
境
し
し
ま
す
。

日
時
　
べ
月
一
。し
八
川
(
月
)
午
後

一
時
三
十
分

※
区
艮
送
、
区
議
裲
選
と
も
同
じ

場
所
　
区
役
所
七
階
大
会
議
室

参
加
人
員
　
一
立
候
補
者
あ
た
り
二

名
ま
で

問
合
せ
先
　
選
挙
管
理
委
員
(
苓

務

局

葬儀委員長
( 区長職務代理者)

古性直　式辞要旨

長
谷
川
区
艮
は
、
就
任
以
米
削

み
よ
い
‥
}
E
一
立
区
建
設
の
た
め
囗
改

精
励
+
*
Jれ
て
お
り
ま
し
た
が
、
病

飃
の
浸
す
と
こ
ろ
と
々
り
、
去
る

七
月
一
卜

几
囗
ご
逝
去
さ
れ
ま
し

た
。
か
え
り
み
ま
す
三

故
にべ
は
昭

和
四
年
四
月
、
南
綾
瀬
町
役
場
に

膕
職
以
冢
、
地
方
行
政
五
卜

年

余
の
水
き
に
む

才

足
立
区
政
と

と
も
に
歩
ま
几

乍
涯
を
足
夕一
区

に
捧
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
ト
ペ
年
四
r
'

長
に
就
任
さ
れ
、
引
き
続
き
昭
陌

瓦
卜
年
四
月
、
公
選
制
叨
の
区
長

に
選
ぱ
れ
ま
し
べ
以
求
区
民
の

負
託
に
応
え
る
べ
く
、
そ
の
情
熱

を
傾
け
て
ぼ
政
力
推
進
に
あ
た
・
り

れ
て
お
り
ま
し
气
故
人
は
、
「
区

民
・
夊
ひ

汀
ゐ
輿
力
嵋
阯
乃
確

賜
ふ

政
客
理
念
と
し
、

」
調
和

の
と
れ
た
明
る
く
住
み
よ
い
雨
{

に
す
る
た
め
、
重
点
施
策
に
・『
生

活
環
境
の
猿
面
』
「
社
会
福
祉
の

充
実
一
「
″‥
少
昨
の
健
全
育
成
'
　

「
公
害
防
よ
と
叙
化
力
推
進
」
ズ

震
火
災
対
策
」
ふ
‘掲
‥‥
、
周
烱
々

計
画
と
強
い
指
導
句
を
‘≒

て
啀

策
の
実
現
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し

气

流
動
す
る
吐
会
環
境
と
き
び

し
い
財
政
剌
涛
の
も
と
て
、回
付

悠

冂
、
建
設
面
に
意
を
そ
そ
弌

通

鵬
、
水
路
等
の
都
巾
施
設
は
も
と

よ
り
、
数
多
く
の
小
・
中
学
校
、保

台
所
べ

老
人
館
、
保
健
セ
ン
タ
ー

、

心
身
障
竃
咄
阯
セ
・
・
'ク
ー
、
総
介

ス
ボ
ー
ツ
タ

ー
'々―
冷
、
い
く
た

め
施
設
滉

九
成
い
た
し
ま
し
气

ま
た
、
地
ド
鉄
F
代
田
線
北
綾
瀬

駅
ゐ
新
・設
、
飛‥
人
森
林
公
園
の
誘

致
、干
倥
新
橋
の
架
け
か
え
等
、地

域
の
発
震
に
尽
く
さ
れ
ま
し
气
　

昭
和
斤
じ
I
年
に
は
、
一
丁

一

敗
紀
に
お
け
る
耻
立
区
の
あ
る
べ

ざ
姿
を
描
い
た
駄
本
榊
想

を
策

定

昭
和
瓦
十
五
印
度
を
叨
年
度

と
し
た
十
七
年
の
基
本
計
画
づ・
く

り
等
山
積
す
る
諸
事
業
に
精
力
的

に
収
り
組
ま
れ
て
い
た
折
に
、
病

床
に
伏
す
こ
と
に
な
り
ま
し
气
　

故
人
は
、
誠
実
に
し
て
外
柔
内

剛
の
面

を
備

え
、
『
礼
節
匸

』

「
和
蜜

信
条
と
し
て
、
砒
念
を
貫

く
人
て
あ
り
ま
し
气

常
に
温
顏

を
た
た
え
、
そ
の
人
徳
は
区
民
な

ら
ひ
に
職
・員
か
ら
敬
辰
さ
れ
て
お

り
ま
し
气

故
人
が
入
院
中
に
区

民
か
气

き
れ
い
な
頁
ふ
の
こ
も

っ
た
手
羽
鵺
が
U
き
ま
し
た
。
添

え
ら
れ

逅

冊
に
‥
足
こ
区
の
父

々
る
方
に
≒
ご
全
快
を
I
フ

つ

の
折
り
鵺
に
願
い
を
こ
め
て
折
り

ま
し
た
I「
ぼ
長
さ
ん
の
や
さ
し
い

お
顏
を
一
日
も
早
く
」
と
書
き
し

る
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、

故
人
が
一
枚
一
枚
の
短
冊
を
て
い

ね
い
に
手
に
取
っ
て
、
口
今
一つ
る

ま
せ
て
感
激
し
て
お
ら
れ
た
姿
を

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

私
ど
も
は
、
七
十
三
年
の
宅
涯

を
足
立
区
に
捧
ば
ら
れ
た
区
長
さ

ん
の
ご
遺
志
を
、
悲
し
み
の
中
へ

う
も
れ
る
こ
と
な
く
、
今
口
よ
り

そ
の
ご
遺
志
そ
私
と
も
の
意
志
と

し
て
、
足
こ
区
の
発
展
の
た
め
一

層
努
力
す
る
こ
と
を
お
響
い
申
し

あ
げ
ま
す
。

〝
足
立
区
行
動
計
画
〟
で

婦
人
の
地
位
向
上
を

平
和
と
社
会
の

発
展
を
め
ざ
し
て

今
年
は
国
際
婦
人
年
中
間
年
。

我
が
国
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
開
か

れ
た

。園
際
婦
人
の
卜
年
世
界
会

議

」
に
お
い
て
、
婦
人
差
別
徼
廃

条
約
に
署
名
し
、
婦
人
の
地
位
向

上
の
た
め
の
新
た
な
第

‘
歩
を
踏

み
出
し
ま
し
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
で
「
国
の

完
全
な
発
展
、
世
界
の
福
祉
及
ぴ

平
和

」
や
実
現
す
る
た
め
に
は
、

「
す
べ
て
の
分
野
に
お
い
て

、
婦

人
か
男
子
と
同
等
の
条
件
で
最
大

限
に
参
加
す
る
こ
と
を
必
要
と
し

て
い
る
」
と
う
た
っ
て
い
ま
す
。

女
性
の
差
別
徼
廃
が
女
性
の
た
め

だ
け
で
な
く

、
人
類
の
将
来
の
た

め
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
女
性
が
皀

界
の
経
済
や
社
会
問
題
と
も
か
か

わ
り
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

社
会
の
発
・展
は
創
造
さ
れ
る
の
で

す
。女

性
が
新
し
い
社
会

を
築
い
て
い
く
た
め
に

男
女
平
等
、
個
人
の
尊
厳
穹
つ

た
っ
た
日
本
国
憲
法
が
施
行
さ
れ

て
か
ら
今
日
ま
で

、
女
性
は
い
ろ

い
ろ
な
分
野
に
少
し
ず
つ
進

出

し

、
そ
の
役
割
は
囗
増
し
に
高
ま

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
依
然
と
し
て
、
男
女
平

等
が
実
質
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
大
多
数
の
女

性
は
、
家
庭
に
お
い
て
も
、
近
年

女
性
の
進
出
が
著
し
い
と
言
わ
れ

る
労
働
の
場
に
お
い
て
さ
え
も
、

単
に
女
性
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ

け
で
、
様
々
な
制
約
を
受
け
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。

女
性
が
、
自
分
を
稍
い
っ
ぱ
い

山
し
切
っ
て
い
け
る
条
件
づ
く
り

と
、
毎
日
の
く
ら
し
の
中
で

、
実

質
的
な
男
女
平
等
を
実
現
し
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
と
女
で
成

り
立
つ
社
会
の
バ
ラ
ン
ス
あ
る
発

展
が
あ
る
の
で
す
。

こ
こ
で

、私
た
ち
は
は
改
め
て

、

女
性
も
社
会
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面

に
参
加
す
る
の
が
自
然
な
の
だ
と

い
う
こ
と
气

は
っ
き
り
確
認
し

合
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

足
立
区
婦
人
問
題

会
議
に
応
募
を

昭
和
五
卜に
年
の
国
際
婦
人
年
世

界
会
議
に
お
い
て

、平
等
、平
和
、

発
展
の
た
め
の
「
世
界
行
動
計
画
」

が
採
択
さ
れ
ま
し
气

こ
の
呼
び

か
け
に
こ
た
え
て

、わ
が
国
で
は
、

政
府
が
「
国
内
行
動
計
画
」
を
、

東
京
都
が
「
東
京
都
行
動
計
画
」

を
策
定
し
、
婦
人
問
題
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
考
え
万
と
具
体
的
な

行
動
の
指
針
を
示
し
ま
し
た
。

足
立
区
に
お
い
て
も
、
足
立
区

行
動
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
区
内

の
女
性
の
皆
さ
ん
の
声
が
反
映
さ

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
区
民
代
表
や
有
識

者
、
婦
人
団
体
代
表
等
で
構
成
す

る
足
立
区
婦
人
問
題
会
議
を
設
置

し
、
足
立
区
の
婦
人
対
策
の
基
本

的
な
考
え
方
や
あ
り
方
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
参

加
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

募
集
人
員
　
区
民
代
表
十
名
～
十

五
名

応
募
資
格
　
区
に
住
所
ま
た
は
勤

務
先
の
あ
る
二
十
歳
以
上
の
女

性
で
、
毎
月
一
玉
一回
の
会
議

に
出
席
で
き
る
方

応
募
方
法
　
ご
希
望
の
方
は
、
住

所
・一
話
番
气

氏
名
、
生
年

月
日
、
勤
務
先
・
電
話
番
号
、

配
偶
者
・
子
供
の
有
無
を
記
入

の
う
え
、
左
記
事
項
の
ひ
と
つ

を
番
い
て
(
原
稿
用
紙
一
、
二

枚
程
度
)
、
封一
に
よ
り
お
送

り
く
だ
さ
い

①
あ
な
た
に
と
っ
て
男
女
平
等

と
は
②
婦
人
問
題
に
つ
い
て

応
募
期
限
　
九
月
十
日

選
出
方
法
　
書
類
を
齡
考
に
し
ま

す
応
募
・
問
合
せ
先
　
教
育
委
員
会

婦
人
対
策
担
当
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福
祉
事
業

あ
ん
な
い

身
体
機
能
訓
練

通
所
者
募
集

区
心
身
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

は
、次
の
と
お
り
機
能
訓
練
通
所
者

の
募
集
を
行
い
ま
す
。

入
所
時
期
　
十
月
初
旬

対
象
　
十
五
歳
以
上
の
肢
体
不
自
由

者
で
、
心
身
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
指
導
、
訓
練
が
必
要
と

認
め
ら
れ
る
者

定
員
　
二
十
名

事
業
内
容
　
身
体
機
能
訓
練
、
お
よ

ぴ
通
所
者
同
士
の
ま
じ
わ
り
を
通

し
て
、
身
体
機
能
の
維
持
、
改
善

を
は
か
り
、
自
主
的
な
訓
練
態
度

の
育
成
を
目
的
と
し
ま
す

剛
練
費
用
　
無
料

申
込
期
限
　
(

月
三
十
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
電
話
ま
た
は
直

接
、
心
身
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー
(

竹
の
塚
ニ
ー
ニ
五
-

一
七
　
　
(
(

三
-

六
一
七
一
)
へ

心障害セン ター での訓練風景

支
給
し
ま
す

難
病
患
者

福
祉
手
当

昭
和
五
十
五
年
(
月
期
支
払
分
　

(
四
月
～
七
月
分
)
は
、(
月
二
十

五
日
頃
、
あ
な
た
の
指
定
し
た
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。(
受
給
者
の
方

に
は
、(
ガ
キ
で
通
知
し
ま
す
)
　

な
お
、受
給
賢
格
が
あ
る
方
で
、

ま
だ
申
謂
し
て
い
な
い
方
は
、次
の

要
領
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
資
格

区
内
に
居
住
し
、右
表

の
疾
病
の
あ
る
方

支
給
額
　
月
額
七
千
円

必
要
な
も
の
　
住
民
票
の
写
し
(
世

帯
全
員
)
、医
師
の
診
断
書
、本

人
名
義
の
預
金
通
帳
(
郵
便
局
を

除
く
)
、印
か
ん

※
東
京
都
医
療
費
助
成
要
綱
に
よ
る

医
療
券
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

で
、該
当
す
る
疾
病
名
が
記
入
さ
れ

て
い
る
方
は
、医
療
券
の
写
し
で
診

断
書
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

支
給
さ
れ
な
い
方

心
身
障
害
者
裲

祉
手
当
、児
童
育
成
手
当
(
障
害

手
当
)
、老
人
福
祉
手
当
を
受
け

て
い
る
方

申
請
・
問
合
せ
先

援
護
係

該当する疾病

戦
没
者
の

妻
等
に
対
す
る

特
別
給
付
金

戦
没
者
等
の
妻
・
父
母
に
対
す
る

特
別
給
付
金
お
よ
び
、戦
没
者
の
遺

族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
の
謂
求
期

限
は
、昭
和
五
十
五
年
九
月
三
十
日

ま
で
で
す
。該
当
す
る
万
で
、
ま
だ

謂
求
し
て
い
な
い
方
は
、至
急
、請

求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

〔
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
紿

付
金
〕

該
当
す
る
方
 

遺
族
等
援
護
法
の
改

正
に
よ
り
.
昭
和
五
十
一
年
七
月

一
日
現
在

、
遺
族
年
金
・
遺
族
給

与
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方
で

、

昭
和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
の
公

務
傷
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
要

で
.

昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
以

降
再
婚
し
.
昭
和
二
十
七
年
四
月

三
十
日
~
昭
和
二
十
(
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
離
婚
に
よ
り
婚
姻

の
解
消
お
よ
び
取
消
し
を

し

た

者
、
ま
た
は
そ
の
婚
姻
の
相
手
方

の
死
亡
に
よ
り
離
婚
と
同
視
す
べ

き
事
情
に
あ
る
軍
人
・
軍
属
・
準

軍
属
の
妻
に
二
十
万
円
十
年
償
還

国
債
(
り
号
)
を
支
給

〔
戦
没
者
等
の
父
母
に
対
す
る
特
別

給
付
金
〕

該
当
す
る
方
①
第
三
回
特
別
給
付

金
は
号
十
万
円
国
債
の
最
終
償
還

を
終
え
た
戦
没
者
等
の
父
母
に
対

し
、新
た
に
第
五
回
特
別
給
付
金

(
三
十
万
円
五
年
償
還
国
債
)
　
^

支
給
　
②
遺
族
等
援
護
法
の
改
正

に
よ
り
、昭
和
五
十
一
年
七
月
一

日
現
在
、遺
族
年
金
・
遺
族
給
与

金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方
で
、昭

和
十
二
年
七
月
七
日
以
後
の
公
務

傷
病
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
父
母

で
、昭
和
二
十
一
年
二
月
一
日
以

降
再
婚
し
、昭
和
二
十
七
年
四
月

三
十
日
～
昭
和
二
十
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
、
離
婚
に
よ
り
婚

姻
の
解
消
お
よ
び
取
消
し
を
し
た

者
、
ま
た
は
そ
の
婚
姻
の
相
手
方

の
死
亡
に
よ
り
離
婚
と
同
視
す
べ

き
事
情
に
あ
る
軍
人
・
軍
属
、
凖

軍
属
の
父
母
に
十
万
円
五
年
償
還

国
債
(
り
号
)
を
支
給

〔
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金
〕

該
当
す
る
方
①
滴
州
事
変
閧
(
昭

和
六
年
九
月
十
(
月
～
昭
和
十
二

年
七
月
六
日
ま
で
の
間
)
に
公
務

上
の
傷
病
に
か
か
り
、
こ
れ
に
よ

り
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
ま
で
に

死
亡
し
た
軍
人
の
遺
族
で
、
同
日

に
お
い
て
そ
の
死
亡
者
の
死
亡
に

関
し
、
公
務
扶
助
料
・
遺
族
年
令

遺
族
給
与
金
の
支
給
を
受
け
る
櫓

利
を
有
す
る
者
が
い
な
い
遺
族
に

第
二
回
特
別
弔
慰
金
(
二
十
万
円

十
年
償
還
国
債
ろ
号
)
を
支
給

②
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
現
在
、

遺
族
援
護
法
の
弔
慰
金
の
受
給
者

が
死
亡
し
て
い
る
場
合
等
に
は
、

従
来
、戦
没
者
の
父
母
、孫
、祖

父
母
、兄
弟
姉
妹
の
順
序
に
よ
る

先
順
位
者
に
特
別
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ
て
い
た
が
、同
日
に
お
い
て

こ
れ
ら
の
遺
族
が
い
な
い
場
合
で

戦
没
者
の
死
亡
当
時
ま
で
一
年
以

上
引
き
続
き
そ
の
戦
没
者
等
と
生

計
関
係
が
あ
り
、戦
没
者
の
死
亡

当
時
に
お
け
る
配
偶
者
、子
、父

母
、孫
、祖
父
母
、兄
弟
姉
妹
以

外
の
三
親
等
内
の
親
族
で
、そ
の

戦
没
者
等
の
死
亡
に
関
し
、公
務

扶
助
料
・
遺
族
年
金
・
遺
族
給
与

金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
者
か
い
な
い
遺
族
に
、
第
二
回

特
別
弔
慰
金
(
二
十
万
円
十
年
償

還
国
債
ろ
号
)
を
支
給

問
合
せ
先

援
護
係

お
済
み
で
す
か

福
祉
年
金
の

定
時
届

福
祉
年
金
を
受
給
し
て

い
る

方

は
、
毎
年
定
時
届
が
必
要
で
す
。(た

だ
し
、(
月
期
の
支
払
い
を
受
け
て

か
ら
)

こ
の
届
を
出
さ
な
い
と
、
年
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

届
出
期
限
　
八
月
三
十
口

持
参
ず
る
も
の
　
国
民
年
金
証
書
、

福
祉
年
金
定
時
届
書
(
三
枚
複
写

の
も
の
)
、印
か
ん

届
出
先
　
国
民
年
金
課
、ま
た
は
出

張
所

問
合
せ
先
　
国
民
年
金
課
給
付
係

変
わ
り
ま
し
た

シ
ル
ー
バ
パ
ス
の

交
付
方
法

シ
ル
バ
ー
パ
ス
(
老
人
の
バ
ス
無

料
乗
車
証
)
は
、
例
年
十
月
の
切
替

え
時
に
、
対
象
者
の
方
に
郵
送
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
年
か
ら
、
地
域
の

民
生
委
貝
が
、直
接
お
届
け
し
ま
す
。

対
象
者
は
、
七
十
歳
以
上
の
区
内

在
住
者
で
、
所
得
が
国
の
老
人
医
療

費
支
給
制
度
(

④

受
給
者
証
)
の

制
限
内
の
方
か
、
生
活
保
護
受
給
中

の
方
で
す
。

ま
た
、七
十
歳
以
上
の
方
で
、所

得
が
制
限
以
上
の
方
を
対
象
に
、有

料
で
パ
ス
を
発
行
し
ま
す
。有
料
パ

ス
を
ご
希
望
の
方
は
、九
月
二
十
日

以
降
に
、老
人
福
祉
係
へ
お
い
で
く

だ
さ
い
。な
お
、料
金
は
二
年
間
(
十

月
一
日
～
翌
年
九
月
三
十
日
)
で
、

一
万
千
五
百
円
、半
年
間
(
四
月
～

九
月
)
で

、五
千
七
百
五
十
円
で
す
。

く
わ
し
く
は
、
老
人
福
祉
係
へ
。

切
替
わ
り
ま
す

(
障
)
難
病
患
者

医
療
費
受
給
者
証

現
在
交
付
中
の
(
障
)
心
身
障
害

者
医
療
費
受
給
者
証
は
、(
月
三
十

一
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。

九
月
一
日
か
ら
の
新
し
い
(
障
)

受
給
者
証
は
、(
月
末
日
ま
で
に
郵

送
し
ま
す
。

た
だ
し
、次
に
骸
当
す
る
方
は
、(
障
)

受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
せ

ん
。

▽
社
会
保
険
の
被
保
険
者
本
人

▽
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▽
制
限
額
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
(

上
表
参
照
)

▽
児
童
福
祉
法
お
よ
び
精
神
薄
弱
者

福
祉
法
に
よ
る
施
設
等
に
入
所
し

て
い
る
方

▽
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
者

問
合
せ
先
　
医
療
助
成
係

( 障) 所得制限額表
※
本
人
が
2
0歳
未
満
の
と
き
は
扶
養
義
務
者
の
所
件
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国勢調査
にご協力ください

今
年
の
十
月
一
日
に
は
、
全
国
い
っ
せ
い
に
風
勢
調
査
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
国
勢
調
査
は
、
大
正
九
年
の
第
一
回
調
査
以
来
、
五
年
ご

と
に
実
施
さ
れ
、
今
回
が
第
十
三
回
目
に
当
た
り
ま
す
。
足
立
区
に

お
い
て
も
、
約
四
千
百
名
の
調
査
員
か
各
家
庭
に
お
う
か
が
い
し
て

調
査
票
の
記
入
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
調
査
の
主

旨
を
十
分
ご
理
解
の
う
え

、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
勢
調
査
は
、
何
の
た
め
に
ず
る

の
で
し
ょ
う
か

I

国
勢
調
査
は
、
国
内
に
住
ん

で
い
る
す
べ
て
の
人
を
対
象
に
、

世
帯
ご
と
に
一
人
ひ
と
り
漏
れ
な

く
調
査
す
る
最
も
基
本
的
な
調
査

で
全
国
。
都
道
府
県
区
市
町
村
の

人
口
や
世
帯
数
、
年
齢
別
男
女
別

人
口
構
成
、そ
の
他
の
世
帯
構
成
、

人
口
の
移
動
状
況
、
居
住
状
況
な

ど
の
実
娚一
を
明
ら
か
に
し
て
、
国

・
地
方
の
行
政
の
た
め
の
基
礎
賢

料
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。

国
勢
調
査
は

、
と
の
よ
う
に
利
用

さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

I

国
勢
調
査
は
、
あ
ら
ゆ
る
分

野
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
議
員
定
数
の
算
定
と
か
選

挙
区
の
決
定
。地
域
計
画
等
、さ
ら

に
身
近
な
も
の
で
は
老
人
、母
子

家
庭
な
ど
の
福
祉
対
策
、
住
宅
、

交
通
、
雇
用
対
策
な
ど
幅
広
く
役

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
人
が
飼
査
の
対
象
と

な
り
ま
す
か

I

十
月
一
日
現
在
、
国
内
に
住

ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
に
つ
い
て

調
査
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
外

国
人
も
調
査
し
ま
す
が
、
外
国
の

外
交
官
、
外
国
の
軍
人
な
ど
特
殊

な
人
は
除
か
れ
ま
す
。

調
査
員
は
、
ど
の
よ
う
な
方
で
す

か

1

調
査
員
は
.
①
年
齢
が
二
十

歳
以
上
の
方

②
徴
税
等
に
直
接

関
係
の
な
い
方

③
秘
密
の
巌
守

お
よ
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
つ

い
て
信
頼
の
お
け
る
方
な
ど
.
一

定
の
要
件
が
あ
り
ま
す
.

ま
た
.
調
査
で
は
、重
複
や
漏

れ
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

の
で
.
地
域
の
実
情
に
明
る
い
地

元
の
方
々
に
ご
協
力
を
願
っ
て
い

ま
す
.

な
お
.
調
査
員
は
.
秘
密
の
保

護
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、調
査
の
内
容
が
漏
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
.

ど
の
ぷ
つ
な
こ
と
を
調
べ
る
の
で

す
か

I

調
査
項
目
は
.
全
部
で
二
十

二
項
目
で
す
.
大
別
す
る
と
次
の

四
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
.

①
世
帯
員
全
員
に
つ
い
て

氏
名
.
男
女
の
別
、出
生
の
年

月
、国
籍
、前
住
地
.
現
住
所

に
入
居
し
た
時
期
、教
育
.
就

業
状
態
な
ど
十
項
目

②
就
業
者
・
通
学
者
に
つ
い
て
 

従
業
地
ま
た
は
通
学
地
、利
用

交
通
手
段
.
動
め
か
自
営
か
の

別
、勤
め
先
の
名
称
、産
業
、

職
業
な
ど
六
項
目

③
世
帯
に
つ
い
て

収
入
の
種
類
、住
居
の
種
類
、

居
住
室
数
な
ど
四
項
目

④
調
査
員
に
よ
る
調
査

住
宅
の
建
て
方
.
世
帯
の
種
類

な
ど
の
二
項
目

○
国
勢
調
査
に
つ
い
て
、く
わ
し

く
は
.
統
計
係
(
営
六
二
九
!
二

四
四
一
丁
三
)
へ
.

み
ん
な
、主
役

。

10月1日国税調査

ご
存
知
で
す
か

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

こ
の
手
当
は
、日
本
国
民
で
区

内
に
住
所
が
あ
り
、次
の
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。こ

の
要
件
に
該
当
し
、手
当
を

受
け
て
い
な
い
方
は
、申
請
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。手
続
き

を
し
な
い
と
手
当
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

申
請
さ
れ
た
翌
月
分
か
ら
支
給

対
象
と
な
り
ま
す
。

□
児
重
扶
養
手
当

十
(
歳
未
膺
(
中
度
以
上
の
障

害
を
有
す
る
児
童
は
二
十
歳
未

膺
)
で
次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に

あ
る
児
童

▽
父
母
が
離
婚
　
▽
父
親
が
死

亡
　
▽
父
親
が
生
死
不
明
　
▽

父
親
に
一
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て

い
る
　
▽
父
親
が
法
令
に
よ
り

一
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

▽
父
親
が
い
な
い
(
母
親
か
婚

姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た
児

童
で
父
親
か
ら
認
知
さ
れ
て
い

な
い
)
　

▽
父
親
が
重
度
の
障

害
を
有
す
る
(
身
体
障
害
者
手

帳
一
・
二
級
程
度
が
該
当
)

支
給
制
限

所
得
が
限
度
額
以
上

の
方
、
父
ま
た
は
母
の
死
亡
等

に
よ
る
公
的
年
金
(
遺
族
年
金

、

母
子
年
金
等
)
を
受
給
し
て
い

る
方
、
児
童
が
施
設
に
入
所
し

て
い
る
鳩
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
手
当
額
(
月
額
)
　

児
童
一
人
の

場
合
二
万
六
千
円
、
二
人
目
以

上
は
二
人
目
の
児
重
に
二
千

円
、三
人
目
以
降
は
一
人
に
つ

き
四
百
円
を
加
算

□
特
別
児
童
扶
養
手
当

二
十
歳
未
満
で
、心
身
に
重
度

お
よ
び
中
度
の
障
害
を
有
し
、次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童

▽
精
神
薄
弱
で
、愛
の
手
帳
一
～

三
度
程
度

▽
身

体
陣
害

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
一
ヱ

エ

級
程
度

支
給
制
限

所
得
が
限
度
額
以
上

の
方
、
廃
疾
を
理
由
と
す
る
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方
、
児
童

が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合

は

、支
給
さ
れ
ま
せ
ん

手
当
額
(
月
額
)
　

重
度
=
・
児
童

一
人
に
つ
き
三
万
円
、
中
度
・
=

児
童
一
人
に
つ
き
二
万
円

受
給
し
て
い
る
方
へ

現
況
届
は

お
済
み
で
す
か

現
在
、
児
童
扶
養
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
万
の
現

況
届
出
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

受
給
し
て
い
る
方
に
は
、
通
知

を
差
し
あ
け
て
あ
り
ま
す
が
、
ま

だ
届
出
を
し
て
い
な
い

方
は

至

急
、
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
届
出
か
な
い
と
、(
月
分

か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
重
扶

養
手
当
に
つ
い
て

、く
わ
し
く
は
、

児
童
手
当
係
へ
。

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
期
間
が
あ
る
方
へ

追
納
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

経
済
的
な
事
情
や
生
活
保
護
法

に
よ
る
生
活
扶
助
受
給
に
よ
り
、

保
険
料
納
付
の
免
除
を
受
け
て
い

た
期
間
(
免
除
期
間
)
は
、過
去

十
年
ま
で
さ
か
の
ぽ
っ
て
、当
時

の
保
険
料
で
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
ず
。

免
除
期
間
は
、そ
の
期
間
の
年

金
額
が
三
分
の
一
に
減
額
さ
れ
ま

す
が
、追
納
す
る
こ
と
に
よ
り
、

免
除
期
間
が
納
付
期
間
と
な
り
ま

す
の
で
、減
額
さ
れ
ま
せ
ん
。

免
除
さ
れ
て
か
ら
十
年
以
内

に
、納
付
が
で
き
る
時
に
は
追
納

す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、国
民
年
金
課
記

録
係
へ
。
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区民農園
利用者募集

あなたの手で野菜づくりを

区
で
は
、
皆
さ
ん
に
野
菜
や
花
作

り
を
通
じ
て
、
士
や
緑
に
親
し
ん
で

い
た
だ
こ
う
と
、
区
民
農
園
を
貸
し

出
し
し
て
い
ま
す
。

区
民
農
園
を
利
用
す
る
方
に
は
、

農
園
の
維
持
・
管
理
の
た
め
に
、
運

営
費
を
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
種
苗
、
肥
料
、用
具
等
は

、

自
己
負
担
に
な
り
ま
す
が
、
水
道
、

便
所
の
設
備
は
あ
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
「
足
立
区
区
民
農

園
利
用
者
募
集
案
内
」(
出
張
所
、

ま
た
は
緑
化
係
に
あ
り
ま
す
)
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

募
集
農
園
　
▼
古
千
谷
区
民
農
園

〔
百
十
区
画

〕
…
古
千
谷
一
了

七
-

三
(
竹
の
塚
駅
か
ら
入
谷
循
環

バ
ス
古
千
谷
駐
在
所
下
車
徒
歩
二

分
)
　

▼
西
伊
興
区
民
農
園
〔
百

区
画

〕・・・
西
伊
興

匸
二
(
竹
の
塚

駅
か
ら
入
谷
循
環
バ
ス
東
古
千

谷
下
斑・徒
歩
四
分
)

利
用
期
間
　
昭
和
五
十
五
年
九
月

下
旬
～
昭
和
五
十
六
年
八
月
末

申
込
資
格
　
区
内
在
住
の
方
で
、

耕
作
地
が
な
く
、
園
芸
に
熟
意

の
あ
る
方
(
重
複
申
し
込
み
の

方
は
無
効
。
一
世
帯
一
農
園
一

区
画
)

運
営
費

年
額
五
千
円
(
運
営
費

は
途
中
で
返
還
し
ま
せ
ん
)

利
用
条
件

野
菜
や
草
花
の
栽
培

に
限
り
ま
す

申
込
方
法
　
必
ず
往
復
(
ガ
キ
を

使
用
し
、
記
入
例
(
左
図
)
を

参
考
の
う
え
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

な
お
、
六
十
歳
以
上
の
方
が

申
し
込
ひ
場
合
は
、
「
老
人
コ

ー
ナ
ー
」
希
望
と
I
い
て
く
だ

さ
い

申
込
期
限
　
九
月
一
日
(
必
着
)

※
申
し
込
み
者
多
数
の
場
合
は
、

抽
選
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
緑
化
係

ハガ キの 記 入例

ひろば

☆
太
極
拳
講
習
会

太
極
拳
は
健
康
と
美
容
に
、
老
若

男
女
だ
れ
に
で
も
で
き
る
万
人
向
き

の
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。
一
流
講
師
が
指

導
し
ま
す
。

日
時
　
九
月
の
毎
週
土
曜
日
、
午
前

十
時
～
十
一
時
三
十
分

場
所
足
立
区
体
育
館

会
費

月
二
千
円

申
込
・
問
合
せ
先

武
田
至
弘
　
　

八
五
五
上
一
九
九
四

☆
ヨ
ガ
無
料
講
座

イ
ン
ド
人
教
師
の
指
導
に
よ
る
自

己
啓
発
の
た
め
の
ヨ
ガ
無
料
講
座
を

毎
週
土
昭
日
・
第
二
・
第
四
日
曜
日

に
行
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先

和
田
友
作
　
　
八
九
七

¶
三
四
三
四

☆
リ
ズ
ム
体
操
購
習
会

バ
レ
エ
、
ジ
ャ
ズ
、
ヨ
ガ
を
と
り

入
れ
、
音
楽
を
使
っ
て
楽
し
く
体
を

動
か
し
ま
す
。

日
時
九
月
三
日
～
十
月
一
日
の
毎

週
水
曜
日
(
計
五
回
)
、午
後
三

時
～
四
時

費
用
　
一
回
毎
に
二
百
円

申
込
・
問
合
せ
先
　
遠
峰
バ
レ
エ
研

究
所
　
　
八
八
八
上
(
七
二
七

☆
身
障
青
年
の
集
い

日
時
十
月
二
十
六
日
(
日
)
午
前

十
時
～
午
後
四
時

場
所
竹
の
塚
セ
ン
タ
ー
三
階
ホ
ー

ル
申
込
期
間
　
九
月
一
日
～
十
月
十
日

参
加
費
　
五
百
円

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
区
身
体
障

害
者
福
祉
協
会
(
百
目
鬼
曹
一
)
　

八
八
三
上
二
七
五
四

☆
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
初
心
者
講
習
会

日
時
　
九
月
七
日
か
ら
毎
週
日
曜
日

(
計
八
回
)
午
後
六
時
三
十
分
～

九
時

場
所
千
寿
小
学
校
体
育
館

対
一

十
五
歳
以
上
の
区
民

費
用
　
テ
キ
ス
ト
代
千
円

申
込
方
法
　
直
接
、
会
場
の
受
付
へ

ど
う
ぞ

問
合
せ
先
　
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
連

盟
　
　
八
八
一
-
九
〇
六
五
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保
健
所
だ
よ
り

成
人
病
検
診

日
本
人
の
死
因
の
半
分
以
上
を
占

め
る
成
人
病
(
心
臓
病
、
脳
卒
中
、

高
血
圧
、
糖
尿
病
等
)
の
早
期
発
見

と
予
防
を
目
的
と
し
た
成
人
病
検
診

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
冐
が

ん
・
子
宮
が
ん
検
診
は
行
い
ま
せ
ん
。

□
保
健
セ
ン
タ
ー

日
時

毎
週
水
曜
日
　
午
前
九
時
'
i

十
時

対
象

膺
三
十
歳
以
上
の
区
民

検
査
項
目

心
電
図
、
眼
底
、
尿
、

血
液
な
ど
約
三
十
項
目

費
用
　
五
千
円
程
度
(
検
査
項
目
数

に
よ
り
変
わ
り
ま
す
)

申
込
方
法
　
電
話
予
約

申
込
・
問
合
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー

八
五
五一
四
一
五
}

□
千
住
保
健
所

日
時

毎
週
金
噌
日
　
午
後
一
時

対
象

漓
三
十
歳
以
上
の
区
民

費
用

約
五
千
円

申
込
方
法
　
一
話
予
約

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
住
保
健
所
業

務
係
　
　
八
八
八
-
四
二
七
匕

老
人
健
康
診
査

六
十
五
歳
以
上
の
方
な
ら
ど
な
た

で
も
受
け
ら
れ
る
老
人
健
康
診
査

を
、
九
月
一
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の

一
ヵ
月
間
実
施
し
ま
す
。

こ
の
健
康
診
査
は
、
お
と
し
よ
り

に
比
較
的
多
い
、
か
く
れ
た
病
気
を

発
見
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

該
当
す
る
方
に
は
、
八
月
末
か
ら

九
月
上
旬
ま
で
に
、
通
知
書
を
お
送

り
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
お

受
け
く
だ
さ
い
。

寝
た
き
り
の
方
に
は
、
医
師
が
訪

問
し
て
診
査
を
行
い
ま
す
の
で
、
お

近
く
の
医
療
機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

対
象
者

区
内
在
住
の
六
十
五
歳
以

上
の
方
(

大
正
五
年
四
月
一
日
以

前
に
生
れ
た
方
)

診
査
会
場

青
色
の
「
本
院
は
老
人

健
康
診
査
実
施
会
場
で
す
」
の
暸

示
を
掲
げ
て
い
る
区
内
医
療
機
関

持
参
す
る
も
の
　
▽
生
活
保
護
を
受

け
て
い
る
方
・
・
‘
受
診
禀
(
赤
ず
り

印
刷
)
、生
酒
保
護
の
し
お
り

▽
老
人
医
療
証
(
(
寿
)
(
福
)
)

を
お
持
ち
の
万
・・・
受
診
禀
(
赤
ず

り
印
刷
)

、
健
康
保
険
証
、
老
人

医
療
証
　
▽
老
人
医
療
証
を
お
持

ち
で
な
い
方
…
受
診
禀
(

赤
ず
り

印
刷
)
、
健
康
保
険
証

診
査
内
容
　
▽
】般
診
査
・
・
・
問
診
、

理
学
的
診
察
、
尿
検
査
、
血
圧
剽

定
、
血
色
素
検
査
　
▽
精
密
診
査
:

一
一
般
診
査
の
結
果
、
病
気
の
疑

い
の
あ
る
方
だ
け
が
受
け
ま
す

費
用

期
間
中
は
無
料
(

た
だ
し

、

右
記
診
査
内
容
以
外
の
検
診
、
治

療
は
、
す
べ
て
有
料
で
す
)

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係

家
庭
看
護
教
室

日
時

八
月
二
十
九
日
(
金
)
午
後

一
時
三
十
分
圭
二
時
三
十
分

場
所

江
北
保
健
相
談
所

定
員

先
着
二
十
名

内
容
　
▽
家
庭一
護
の
心
が
ま
え

▽一
護
の
実
際
　
▽
佃
別
相
談

▽
看
護
用
品
の
展
示

費
用

無
料

申
込
方
法
　
電
話
予
約

申
込
・
問
合
せ
先
　
江
北
保
健
相
談

所
　
　
八
九
六
-
四
〇
〇
四

精
神
衛
生
相
談

眠
れ
な
い
、
い
ら
い
ら
す
る
、
何

も
し
た
が
ら
な
い
、
唐
突
な
言
動
が

あ
る
等
で
お
困
り
の
時
は
、
保
健
所

で
相
談
を
受
け
ま
し
I
つ
。
専
門
医

が
、
適
切
な
助
言
や
指
導
を
行
い
ま

す
。

□
足
立
保
健
所

日
時
毎
週
木
曜
日
　
午
後
二
時
～

四
時

申
込
方
法
　
一
話
予
約

費
用

無
料

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
保
健
所
業

務
第
一
係
　
　
八
五
五
-
四
一
五

一
□
江
北
保
健
相
談
所

日
時
毎
月
第
一
木
曜
日
　
午
後
一

時
三
十
分
～
二
時
三
十
分

申
込
方
法
　
電
話
予
約

費
用

無
料

申
込
・
問
合
せ
先
　
江
北
保
健
相
談

所
　
　
八
九
六一
四
〇
〇
四

胃
の
検
診

検
診
日
　
十
月
六
日
・
十
三
日
・
二

十
日
・
二
十
七
日

塘
所

保
健
セ
ン
タ
ー

対
象

区
内
在
住
の
膺
三
十
五
歳
以

上
の
方
で
、
過
去
一
年
以
内
に
胃

の
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

定
員

各
三
十
名

費
用

無
料
(
た
だ
し
、
精
密
検
診

の
場
合
は
有
料
と
な
り
ま
す
)

注
憲
事
項
　
▽
胃
の
手
術
を
し
た
方

や
胃
病
で
治
療
中
の
方
は
検
診
で

き
ま
せ
ん
　
▽
女
性
の
方
で

、
妊

娠
し
て
い
る
方
や
妊
娠
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
方
は
、
検
診
を
避
け

て
く
だ
さ
い

申
込
方
法
　
(

ガ
キ
記
入
例
(
右
図
)

を
参
考
に
し
て
、
往
復
(

ガ
キ
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
(
(

ガ
キ

は
一
人
一
枚
に
限
り
ま
す
)

※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
、
抽
選

と
な
り
、
希
望
日
以
外
の
日
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

申
込
期
限
　
八
月
二
十
五
日
(
当
日

消
印
有
効
)

問
合
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー
　
　

八

五
五
-
四
一
五
一

ハガ キの 記 入例災
害
防
止
の
た
め
に

建
築
設
備
の
定
期
報
告
を

昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
建
築
基
準

法
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
、病
院

、

ホ
テ
ル
、
共
同
住
宅
お
よ
ぴ
百
貨
店

な
ど
多
数
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建

築
物
の
う
ち
、
区
長
が
指
定
す
る
一

定
規
模
以
上
の
建
築
設
備
(
換
気
設

備
、
排
煙
設
備

、
非
常
用
の
照
明
装

置
)
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
は
、

毎
年
定
期
的
に
検
査
賢
格
者
に
よ
る

検
査
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
区
長
に

報
告
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
安
全
、
衛
生
、
防

火
お
よ
ぴ
避
離
に
関
す
る
現
状
を
的

確
に
は
握
し
て
、
建
築
設
備
の
適
正

な
維
持
管
理
を
図
り
、
災
害
を
未
然

に
防
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
建
築

設
備
は
、
上
表
の
と
お
り
で
す
。

く
わ
し
く
は
、
建
築
指
導
課
へ
ど

う
ぞ
。

報 告し な け れば なら な い建 築設 備

ご
利
用
く
だ
さ
い
　融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

住
宅
修
繕
資
金
・
宅
地
整
備
資
金

現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
の
修

繕
、
ま
た
は
宅
地
の
整
備
を
し
よ

う
と
お
考
え
の
方
、
資
金
不
足
で

お
困
り
の
と
き
は
、
融
賢
の
あ
っ

せ
ん
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
I
と
な
る
住
宅

居
住
部
分
の

床
面
積
が
百
三
十
二
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
で
、
全
体
の
床
面
積

の
二
分
の
一
以
上
で

あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
新
築
・
増
改
築

は
該
当
し
ま
せ
ん

対
象
と
な
る
宅
地
　
敷
地
面
積
が

三
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
り
、
対
象
と
な
る
住
宅
が

建
設
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
ま

た
、
建
譬
え
の
場
合
は
、
建
譬

え
後
も
居
住
す
る
こ
と

資
格
　
▼
区
内
に
一
年
以
上
住
所

を
有
す
る
こ
と
　
▼
住
民
税
を

完
納
し
て
い
る
こ
と
　
▼
年
齢

が
二
十
歳
か
ら
六
十
四
歳
で
あ

る
こ
と
　
▼
連
帯
保
証
人
を
つ

け
ら
れ
る
こ
と

融
資
額
　
二
十
万
円
～
百
五
十
万

円
利
率
年
六
%
(
実
質
申
込
者
負

担
)

償
還
　
五
年
以
内
の
元
金
均
等
月

賦
取
扱
機
関

富
士
銀
行
、
足
立
俾

用
金
庫
、
成
和
信
用
金
庫
、
足

立
農
協
の
区
内
本
支
店

申
込
方
法

申
込一
(
区
民
係
、

ま
た
は
出
張
所
に
あ
り
ま
す
)

に
住
民
票
、
納
税
証
明
書
、
エ

事
見
積
書
等
を
添
え
て
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先

区
民
係

ご
家
族
づ
れ
で
ご
利
用
く
だ
さ
い

湯
河
原
区
民
保
養
所
あ
だ
ち
荘

申
込
方
法

十
月
分
の
受
付
け
を

九
月
一
日
(
月
)
か
ら
開
始
し
ま

す
。
一
日
は
、
区
役
所
七
階
で

抽
選
を
し
ま
す
の
で
、
午
前
九

時
ま
で
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

な
お
、
そ
の
後
の
空
室
の
申
し

込
み
は
、
九
月
分
の
空
室
も
含

め
て
、
利
用
日
の
三
日
前
ま
で

区
民
係
で
受
け
付
け
ま
す

休
館
日
　
▽
九
月
=
・
二
日
・
三
日
・

二
十
三
日
・
二
十
四
日
　
▽
十

月
:
一
十
四
日
・
十
五
日
・
二
十

八
日
・
二
十
九
日

申
込
X
格

区
内
在
住
・
在
勤
者
(

一
人
で
は
、
申
し
込
み
で
き

ま
せ
ん
)

利
用
日
数
　
二
泊
三
日
ま
で

利
用
料
金
　
(

一
泊
二
食
付
)

大
人
…
三
千
円
、
子
供
(
四
歳

以
上
小
学
生
ま
で
)
=
・
千
五
百

円
問
合
せ
先

区
民
係

お
気
軽
に
ど
う
ぞ

特
別
経
済
講
演
会

区
と
東
京
商
工
会
議
所
足
立
支

都
で
は
、
専
門
家
を
招
き
、
特
別

経
済
講
演
会
を
鬨
催
し
ま
す
。

お
気
軽
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

日
時
九
月
三
日
(
水
)
午
後
二

時
～
四
時

櫑
所

竹
の
塚
セ
ン
タ
ー
内
社
会

教
育
館
大
ホ
ー
ル
(
竹
の
塚
二
I

ニ
五一
一
七
)

講
師

経
済
評
鑰
冢
　
長
谷
川
慶

太
郎
氏

演
題

最
気
見
通
し
と
中
小
企
業

の
将
来

定
員

三
百
名

費
用

無
料

※
瞎
講
希
望
の
方
は
、
直
接
会
場

へ
お
い
で
く
だ
さ
い

問
合
せ
先
　
商
工
係
、
ま
た
は
東

亰
商
工
会
峨
所
足
立
支
都
(
　

八
八
一
-
九
二
〇
〇
)
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あ
な
た
も
ど
う
ぞ
―
―

も
よ
お
し
も
の

映
画
の
夕
ベ

題
名
　
男
は
つ
ら
い
よ
「
夕
焼
け
小

焼
け

」

日
時

八
月
三
卜
日
(

土
)
午
後
六

時
定
員

先
着
百
五
十
六
名

入
場
料

無
料

場
所
・
問
合
せ
先
　
教
育
セ
ン
タ
ー
(

竹
の
塚
一
〒

二
五
丿
ニ

ー
　
　

八
五
〇
一

八
八
し
二
)

天
文
講
座

プ
ロ
グ
ラ
ム
　
▼
九
月
二
日
「
太
陽

系
の
探
究
寸
・・
講
師
　
村
山
定
男

氏
(
国
立
科
学
博
物
館
理
化
学
部

長
)
　

▼
九
月
九
口
「
宇
宙
の
姿
」

…
講
師

斎
田

博
氏
(
日
本
天

文
学
会
会
員
)
　

▼
九
月
十
六
日

「
天
体
・
観
望

」　
(晴
天
の
み
実

施
)
…
講
師

福
村
冶
雄
氏
(
教

育
セ
ン
タ
ー
解
説
員
)
　

▼
九
月

三
十
日
「
星
・
星
座
の
解
説

」・・・

講
師
亀
谷
保
子
氏
(
元
中
野
区
文

化
セ
ン
タ
ー
解
説
貝
)

時
間
午
後
六
時
～
八
時

場
所

教
育
セ
ン
タ
ー

対
象
　
応
校
生
以
上
の
ぼ
内
在

住
・
在
勤
者

定
員

百
名
(
先
着
順
)

費
用

無
料

申
込
方
法
　
電
話
、
ま
た
は
直
接

窓
口
で

申
込
・
問
合
せ
先
　
教
育
セ
ン
々
-

八
五
冂
-
八
八
ら二

婦
人
教
室

科
目

▽
茶
道
教
室
　
月
二
回
で

『
カ
月
問
(
定
員
先
着
二
十
名
)

▽
木
彫
教
室
　
月
一
回
で
半
年

間
(
定
員
先
着
三
十
名
)

対
象
　
区
内
在
住
・
在
勤
の
婦
人

で
初
心
者
の
方
こ

人
一
教
室
)

費
用
　
教
材
費
の
み
自
己
負
担

受
付
日
時
　

八
月
ニ
ト
二
日
　
午

前
九
時
か
ら

申
込
方
法
　
直
接
窓
口
で
受
付
け

ま
す
。
午
後
一
時
か
ら
は
、
電

話
で
も
受
付
け
ま
す

申
込
・
問
合
せ
先

東
部
セ
ン
タ

ー
　
　

六
〇
五
'

七
一
〇
一

区 民 カ レ ン ダ ー
( 9月1日～30日)

スポーツの秋
おとなも　こどもも
からだを　動かそう

総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

□
コ
ロ
ン
・
コ
ロ
ン
コ
ー
ス

日
時
　
九
月
五
日
か
ら
十
月
三
十
一

目
ま
で
の
金
曜
日
(
卜
月
卜
凵
か
・

除
く
)
　

午
後
四
助
工

九一
時

対
象
　
五
歳
児
～
小
学
生

内
容
　
柔
道
の
受
け
身
を
巾
心
と
し

た
軽
迅
動

定
員
　
五
卜
名
(
先
着
順
)

費
用

各
同
百
円

□
柔
道
コ
ー
ス

日
時
　
コ
ロ
ン
・
コ
ロ
ン
コ
ー
ス
と

同
じ

対
象

柔
道
の
受
け
身
の
で
き
る
小

学
生

内
容

髱
道
の
基
礎
技
術

定
貝
　
託
卜
名
(
先
着
順
)

費
用

芦
同
百
円

□
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
コ
ー
ス

日
時
　
了
股
の
部
・
・
九
月
四
目
か

ら
卜
月
二
丿
七
囗
ま
で
の
木
曜

凵
　
午
前
十
時
～
十
一
時
三
卜
分

∵
親
子
力
部
・・・
九
月
五
日
か
ら
卜

一
月
ニ
ト
八
日
ま
で
の

金
曜

日
(

にじ
月
卜
日
そ
除
く
)
　

午
後
二

時
し

時
三
1
分

対
象
　
Y

般
の
部
二

股
区
民

▽
親
子
の
部
・・・
五
歳
か
ら
小
学
三

年
ま
で
の
f

と
そ
の
親

内
容
　
ト
ラ
ン
ボ
リ
ヽ
ふ
吊

心
と
し

た
健
康
体
力
づ
く
り

定
員
　
▽
一
般
の
酩
・
・
乱
卜
名
　
▽

親
子
の
部
…
三
1
組
(
先
着
順
)

費
用
　
▽
一
般
の
萵
・・・
各
回
二
百
円

▽
親
F
の
肺
:
各
凹
一
面

円

□
シ
ェ
イ
プ
ア
ッ
プ
教
室

日
時
　
九
月
四
日
か
ら
十
八
日
ま
で

力
木
曜
日
　

帛

前
コ
ー
ス
》
卜

時
?
ト

ー時
三
卜
分
　

♀

後
コ

ー
ス
》
六
時
三
ヤ
分
'
l八
時

対
象
　
十
八
歳
以
上
の
女
性

内
容
　
健
康
的
な
プ
ロ
ポ
ー

こヽ

ン

づ
く
り

定
員
　
五
十
名
(
先
着
順
)

費
用

各
回
二
百
円

◎
い
ず
れ
も
、申
込
み
は
、直
接
ま

た
は
電
話
で

、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
(
　

八
五
九
-
八
三

ご

へ

ど
う
ぞ
。

飛
び
入
り
大
歓
迎

区
民
大
運
動
会

日
時

に↑に
月
十
目
(
体
育
の
冂
)

午
前
九
時
?
午
後
三
時
三
十
分

命

大
の
場
合
は
十
九
口
に
順
延
)

場
所

千
住
新
橋
グ
ラ
ン
ド

申
込
方
法
　
▽
五
十
・
百
・
千
五
百
メ
ー

ト
ル
競
走
・
=
八
月
三
ト

ー
囗

ま
で
に
、
化
復
(

ガ
キ
(
庄
所

、

氏
名
、
希
望
種
目
、
十
月
十
日
現

配
の
年
齢
、
哇
別
、
学
年
、
出
懴

所
名
を
記

入
匸
じ
、
体
育
課

あ

て
郵
送
　

▽
そ
の
他
の
種
目
(

八

百
メ
ー
ト
ハ
リ
レ
ー
・
出
張
所
対

抗
リ
し
I

を
除
く
)
…
当
日
会
場

で
申
込
み
、
い
ず
れ
も
、
先
着
順

や
駐
陬
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
聿

で
の
ご
来
場
は

、ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
ご
来
場
者
先
著
一
万
名
に
記
念
品

を
差
し
あ
げ
、
そ
の
方
の
巾
か
ら
抽

選
に
よ
り
五
十
名
に
特
賞
が
当
た
り

ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
体
育
課
(
千
1
2
0

千
僅
一
-
四
-
t

ｦ
(
V
)

ｦ
(
V
)

ｦ
(
V
)

ｦ
(
V
)

ｦ
(
V
)
八
(
V
)
)

第
三
十
三
回

区
民
体
育
大
会

□
山
岳
の
部

期
日
　
九
月
二
十
七
日
・
二
十
八
日
(

夜
行
日
帰
り
)

場
所

磐
梯
山

費
用
　
七
千
五
百
円

参
加
資
格
　
高
校
生
以
上
六
十
五
歳

以
下
の
区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

者
(
同
伴
者
の
い
る
中
学
生
お
よ

び
六
十
五
歳
以
七
の
方
を
含
ひ
)

申
込
期
限
　
九
月
十
三
日

申
込
先
　
参
加
費
を
添
え
て
、▽
マ

ツ
ノ
ス
ポ
ー
ツ
【
関
原
ニ
ー
ー

六
-
一

】
　
　
八
四
八
一
五
一
〇

一
)
　
▽
駒
草
山
荘
(
千
佳
一
-

一昔
〒
九
　
　
八
八
一
上
一四
九

〇
)
へ
。

□
バ
ド
ミ
ン
ト
(
V
)
ン

の
(
V
)
部

(
V
)
期
日
(
V
)
　

九
(
V
)
月

二
(
V
)
ｔ
一
日
・
十
月
十
二

月
・
十
一
月
三
十
日

場
所

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

競
技
種
目
　
一
般
(
高
校
)
ダ
ブ
ル

ス
ー
シ
ン
グ
ル
ス
、中
学
ダ
ブ
ル

ス
、壮
年
ダ
ブ
ル
ス

参
加
資
格
　
区
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
者

参
加
費
　
一
人
一
種
目
五
百
円

申
込
期
限
　
九
月
十
日

申
込
先
　
参
加
費
を
添
え
て
、ツ
バ

メ
ヤ
ス
ポ
ー
ツ
(
千
住
三
-
一
九

八
八
八
-
八
三
三
一
)

□
少
林
寺
拳
法
の
部

日
時

十
月
二
十
六
日

場
所

第
十
六
中
学
校

競
技
種
目

組
演
式
、
団
体
、
基
本

畚
加
資
格
　
少
林
寺
拳
法
愛
好
者
で

区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
者

参
加
費

無
料

申
込
期
限
　
八
月
三
十
冐

申
込
先
　
足
立
区
少
林
寺
拳
法
連
盟

嘔
務
局
(
千
住
旭
町
四
〇
-
二
五

よ
し
だ
や
文
具
店
内
　
　
八
八

一
上
(
七
〇
五
)

く
わ
し
く
は
、
い
ず
れ
も
申
込
先

ま
た
は
体
育
課
へ
。

心
身
障
害
児
の

就
学
相
談

対
象
　
米
年
四
月
に
小
学
校
人

学
の
予
定
者
で

、
心
身
に
な

ん
ら
か
の
障
害
の
あ
る
区
内

配
住
の
幼
児

申
込
期
限
　
八
月
二
十
五
日

申
込
方
法
　
電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。
く
わ
し
い
案

内
香
等
を
お
送
り
し
ま
す

申
込
・
問
合
せ
先
　
教
肖
セ
ン

ク
ー
内
教
育
相
談
室
　
　

八

五
九
一

九
五
三
一

郷土芸能に親しむ集い

区
内
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
郷
土
芸
能

が
伝
え
ら
れ
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
努
力

に
よ
っ
て
、保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、日
頃
の
精
進
の
成
果
を
発

炙
し
、
郷
土
芸
能
に
親
し
む
集
い
を
、

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
お
気
軽
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。

日
時
　
九
月
六
日
(
土
)
　
午
後
一
時

三
十
分
～
五
時

場
所
　
竹
の
塚
社
会
教
育
館
大
ホ
ー
ル
(

東
武
線
竹
の
塚
駅
下
車
徒
歩
五
分
)

出
演
団
体
　
柳
原
箕
輪
囃
子
連
、
五
反

野
祭
囃
子
保
存
会

、
綾
瀬
ジ
ュ
ニ
ア

祭
囃
子
愛
好
会

、
大
鷲
神
社
お
囃
子

連
、
鹿
浜
獅
子
舞
保
存
会
、
花
畑
大

鷲
神
社
獅
子
舞
保
存
会

問
合
せ
先
　

文
化
係

花畑大鷲神社獅子舞

掲
示
板

交
通
安
全
フ
ェ
ア

交
通
安
全
に
関
す
る
各
種
展
示

や
実
演
を
通
じ
て
、交
通
安
全
の

ル
ー
ル
を
学
べ
ま
す
。

有
名
タ
レ
ン
ト
や
有
名
漫
画
家

の
サ
イ
ン
会
、
S
L
ラ
ン
に
な
ど

楽
し
い
催
し
物
が
い
っ
ぱ
い
。

日
時
　
九
月
十
日
'
i
十
六
日
　
午

前
九
時
三
十
分
～
午
後
四
時
三

十
分

会
場
　
北
の
丸
公
園
科
学
技
術
館
(

地
下
鉄
東
西
線
竹
橋
下
瞰
徒

歩
五
分
)

入
場
料

無
料

主
催

首
都
交
通
対
策
協
議
会

問
合
せ
先
　

交
通
安
全
フ
ェ
ア
実

施
本
部
　
　

五
四
四
!
五
三
〇

三
靴
の
修
理
承
り
ま
す

足
立
区
高
齢
者
事
業
団

八
七
〇
上
(
二
二
二

男
女
ペ
ア

健
康
マ
ラ
ソ
ン

日
時

十
月
十
日
　
午
前
十
一
時

ス
タ
ー
ト

場
所
　
大
井
ふ
頭
周
辺
コ
ー
ス

種
目

十
に
l・
五
㎞

参
加
資
格
　
十
二
歳
以
上
の
男
女

ペ
ア

ー組

申
込
方
法
　
▽
郵
送
…
(

ガ
キ
(

氏
名
、
住
所
、
年
齢

、性
別

、

二
人
の
間
柄
、
参
加
種
目
、
電

話
番
号
を
記
入
)
で
、
東
京
郵

政
局
保
険
部
簡
保
マ
ラ
ソ
ン
実

行
委
員
会
(
〒
1
0
0千
代
田
区
大

手
町
二
上
一
丁

二
)

ま
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い

▽
最
寄
り
の
郵
便
局
・・・
所
定
の

申
込
書
(
郵
便
局
に
用
意
)
を

窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

申
込
期
限
　
八
月
三
十
一
日
(
当

日
消
印
有
効
)

問
合
せ
先

足
立
郵
便
局
(
　

八

八
一
上

二
三
〇
〇
)

無
料
出
張
経
営
相
談

日
時

毎
週
水
曜
日
　
午
前
十
時
?

午
後
四
時

場
所

西
新
井
法
人
会
館
(
栗
原

三
i
一
〇
-
一
六
)

相
談
内
容
　
経
営
一
般

相
談
員
　
経
営
指
4
員
、
専
門
指

導
員

問
合
せ
先

東
京
商
工
会
議
所
足

立
支
部
　
　
八
八
一
―
九
二
〇

〇ア
ー
ク
溶
接
講
習

期
間
　
九
月
五
日
、f
十
三
日
(
六

日
、七
日
を
除
く
)
午
後
六
時
～

八
時
十
五
分

会
場
　
江
戸
川
高
等
職
業
馴
練
校

定
員

四
十
五
名
(
先
着
順
)

費
用

千
円

申
込
期
間
　
八
月
二
十
八
日
～
九

月
三
日

申
込
・
問
合
せ
先

江
戸
川
高
等

職
業
訓
練
校
　
　

六
五
三
-

一

四
四
一
?
二

住
民
税
第
二
期
分
の
納
期

限
は
、
九
月
一
日
で
す
。
お

忘
れ
な
く
。

訂

正

八
月
五
日
号
の
記
事

に
誤
り
が
あ
り
ま
し

た
。
訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
。

◎
税
金
納
期
の
記
事

(
正
)
個
人
事
業
税
第
一
期

(
誤
)
個
人
住
民
税
第
一
期

毎
月
二
十
日
は

青
少
年
健
全
育
成
の
日

区
で
は
、
毎
月
二
十
日
を
「
青

少
年
健
全
育
成
の
日

」
と
定
め
、

青
少
年
非
行
化
防
止
迎
動
を
推
進

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

、家
庭
・
地

域
な
ど
青
少
年
を
と
り
ま
く
人
ぴ

と
が
、毎
月
一
度
、自
ら
の
生
活
を

ふ
り
か
え
り
、
青
少
年
の
健
全
育

成
に
対
す
る
役
割
を
見
つ
め
、
ど

う
あ
る
べ
き
か
を
考
え
て
い
た
だ

く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

次
代
を
に
な
う
青
少
年
が
、
明

る
く
良
い
環
境
の
中
で
、
す
こ
や

か
に
育
っ
て
い
け
る
よ
う
、
区
民

の
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
全
力
を
か

た
む
け
、
健
全
育
成
に
努
力
し
て

い
き
ま
し
I
つ
。

◎
青
少
年
間
題
に
関
す
t


